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収
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通
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杭
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と
そ
の
流
通

結
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序

明
清
時
代
、
長
江

・
准
河

・
大
運
河
を
始
め
と
す
る
内
水
面
の
主
要
水
路
、
及
び
康
照
二
十
年
代
の
展
海
令
に
よ
っ
て
聞
か
れ
た
沿
岸
航
路

を
用
い
て
、
中
闘
圏
内
の
一
商
品
流
通
は
活
設
に
展
開
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
清
代
の
北
京
に
は
、
贋
東
や
一
帽
建
等
の
遠
隔
地
も
含
め

(
1
)
 

た
全
圏
各
地
か
ら
、
多
様
な
一
商
品
が
集
中
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
主
要
な
流
通
経
路
の
要
衝
に
設
置
さ
れ
、
現
に
流
通
過
程
に

(

2

)

 

あ
る
物
資
・
船
隻
を
封
象
と
し
て
徴
税
業
務
を
行
っ
て
い
た
内
園
税
関
の
存
在
も
、
活
、
設
な
一
商
品
流
通
の
展
開
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
康
照
年
聞
に
は
国
家
の
関
税
牧
入
は
約
百
二
十
高
雨
で
あ
っ
た
が
、
務
正
年
聞
に
は
約
百
五
十
高
雨
、
薙
正
年
聞
に
報
解
慣
習
が
定
着
し
た



関
税
一
鼠
徐
銀
雨
を
算
入
す
れ
ば
、
薙
正
末
年
に
は
約
三
百
寓
雨
、
乾
隆
十
八
年
に
は
正
額
・
覇
徐
の
匝
別
な
く
四
百
三
十
寓
雨
ほ
ど
に
な
り
、

〈

3
)

嘉
慶
十
七
年
に
は
四
百
五
十
高
雨
前
後
に
達
し
て
い
る
。
税
率
や
制
度
の
襲
化
は
あ
る
も
の
の
、
以
上
の
関
税
牧
入
の
増
大
は
、
流
通
一
商
品
量

の
増
大
-V
二
臆
示
す
指
標
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

常
闘
の
大
部
分
は
戸
部
所
属
の
戸
開
で
、
戸
闘
の
関
税
牧
入
は
戸
部
に
解
迭
さ
れ
、

そ
の
重
要
な
牧
入
項
目
と
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
嘉

慶
十
七
年
に
は
地
丁
項
下
の
牧
支
は
凡
そ
二
百
五
十
蔦
南
の
不
足
と
な
っ
た
が
、

四
百
七
十
七
高
南
の
盟
課
、
及
び
四
百
八
十
一
寓
雨
の
関
税

(
4〉

牧
入
が
あ
っ
て
、
地
丁
項
下
の
不
足
を
補
っ
た
ほ
か
、
五
百
寓
雨
ほ
ど
の
質
質
牧
入
を
戸
部
は
確
保
し
得
た
の
で
あ
る
。
清
朝
園
家
権
力
の
中

橿
た
る
中
央
政
府
が
、
そ
の
権
力
を
支
え
る
財
政
基
盤
を
、
盟
課
・
関
税
と
い
う
直
轄
財
源
に
大
き
く
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

所
で
、
清
代
に
あ
っ
て
は
園
家
の
関
税
枚
入
は
、
流
通
過
程
か
ら
吸
い
上
げ
ら
れ
る
公
私
の
牧
奪
の
十
分
の
一
程
度
と
い
う
見
方
が
屡
々
見

田
賦
の
敷
、
民
の
出
す
所
の
者
二
三
、
而
し
て
園
の
入
る
所
の
者

一
。
関
税

(
5〉

の
敷
、
民
の
出
す
所
の
者
十
、
而
し
て
園
の
入
る
所
の
者
ご
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
直
ち
に
採
り
得
る
も
の
で
は
な
い
に
せ

よ
、
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
と
も
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
康
照
二
十
四
年
蘇
州
北
西
の
爵
竪
闘
を
通
り
か
か
っ
た
呉
震
方
は
、
一
商
民
を
苦
し
め
て

い
る
訣
求
の
賞
肢
を
上
奏
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
棟
頭
税
が
正
規
の
税
則
の
十
倍
前
後
も
多
く
取
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
果

(
6
)
 

震
方
の
言
う
正
規
の
税
則
な
る
も
の
は
、
現
行
の
徴
牧
の
額
で
あ
っ
て
、

質
は
正
規
の
税
則
の
約
二
倍
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
呉
の
停
え
る
貫

ら
れ
る
。
例
え
ば
、
鴻
桂
芽
の
「
罷
閲
征
議
」
に
は
、

「
大
抵
、
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態
は
正
規
の
税
則
の
二
十
倍
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
他
に
多
く
の
阻
規
も
あ
っ
た
か
ら
、
一
商
民
の
負
揺
が
過
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。
ま
た
、
各
常
闘
に
は
一
種
の
逼
開
業
者
が
寄
生
し
て
お
り
、
清
初
の
蕪
湖
闘
の
「
保
家
」
の
例
で
は
、
闘
の
膏
吏
と
結
託
し
て
正
課

(

7

)

 

一
雨
に
二
j
三
雨
か
ら
四

i
五
商
を
牧
奪
し
て
い
た
と
い
う。

以
上
の
例
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
園
家
の
関
税
牧
入
を
は
る
か
に
上
回
る
部
分
が
、
現
に
流
通
過
程
よ
り
吸
い
上
げ
ら
れ
、
園
庫
に
入

る
こ
と
な
く
中
途
で
消
失
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
薙
正
年
聞
に
准
安
閑
監
督
で
あ
っ
た
慶
元
は
、
正
額
を
完
、
途
し
た
上
に
多
大
の
車
徐

(

8

)

 

さ
ら
に
十
七

1
八
高
雨
と
も
い
わ
れ
る
多
大
な
私
得
中
飽
を
な
し
た
と
追
求
さ
れ
て
い
る
。
開
差
歓
が
美
飲
と
し
て
争
競
し
て
求
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一
族
を
も
需
し
得
る
ポ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
た
し
、
康
回
一
末
年
ま
で
は
出
来
る
だ
け
多

く
の
人
を
均
君
す
ベ
く
閲
差
の
任
期
は
一
年
と
さ
れ
て
い
た
。
叉
、
任
期
終
了
後
は
、
そ
の
恩
恵
に
劃
し
て
報
殺
す
べ
く
、
公
務
を
割
り
や
田
て

(

9

)

 

ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。
開
差
以
下
、
家
人

・
膏
吏
・
開
役
等
の
闘
の
構
成
者
か
ら
保
家
等
の
「
環
閲
し
て
居
す
る
者
」
に
至
る
ま
で
が
、
幅

め
ら
れ
た
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
人
に
と
ど
ま
ら
ず
、

贋
く
流
通
過
程
か
ら
の
牧
奪
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
偲
に
前
の
鴻
桂
芽
的
理
解
に
従
う
な
ら
ば
、
乾
隆

・
嘉
慶
期
の
関
税
牧
入
の
四
百
数
十
高
雨
は
、

そ
の
背
景
に
そ
の
十
倍
ほ
ど
の
四

千
数
百
寓
雨
と
い
う

E
額
の
牧
奪
が
存
し
た
こ
と
に
な
る
。
清
朝
政
府
の
営
時
の
綿
牧
入
に
匹
敵
す
る
数
値
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
や
田
時
の
商

品
流
通
が
、
か
か
る

E
額
の
牧
奪
を
、
少
な
く
と
も
結
果
的
に
は
負
捻
し
得
る
ほ
ど
に
隆
盛
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

か
か
る
牧
奪
が
流
通
全
盤
に
と
っ
て
は
大
き
な
制
約

・
阻
害
要
因
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
は
嘗
然
で
あ
る
。
加
え
て
、
流
通
過
程
か
ら
吸
い
上

げ
ら
れ
た
可
能
性
の
あ
る
四
千
数
百
蔦
雨
と
い
う
額
は
、
嘗
時
毎
年
流
通
し
て
い
た
一
商
品
の
抽
出
量
の
金
額
か
ら
見
れ
ば
、

そ
の
一
部
分
で
し
か
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な
い
は
ず
で
あ
る
。
今
、
全
く
恒
に
そ
の
比
率
を
十
分
の
一
程
度
と
億
定
す
る
な
ら
ば
、
各
闘
が
把
握
し
て
い
た
流
通
一
商
品
量
に
限
れ
ば
、
そ

れ
は
凡
そ
四
億
数
千
寓
雨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
過
闘
徴
課
」
の
原
則
に
見
ら
れ
る
如
く
、
狭
域
の
所
謂
「
関
内
流
通
」
の
よ
う

(
印
)

に
、
関
口
を
通
過
せ
ず
従
っ
て
納
課
し
な
い
商
品
や
、
克
課
封
象
た
る
零
細
肩
負
の
一商
貨
等
も
あ
っ
た
か
ら
、
買
際
に
流
通
し
て
い
た
商
品
の

勿
論
、

綿
量
は
、
こ
れ
を
相
嘗
に
上
回
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
恒
定
の
う
え
に
立
つ
数
値
で
は
あ
る
が
、

一
商
品
流
通
の
展
開
を
示
す
一
つ

の
指
標
と
し
て
試
算
し
て
み
た
。

相
嘗
の

E
額
に
達
し
て
レ
た
と
思
わ
れ
る
毎
年
の
流
通
過
程
に
あ
る
一
商
品
の
総
量
は
、
世
間
時
の
吐
舎
が
一
商
品
流
通
を
一
つ
の
軸
と
し
て
展
開

し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
嘗
時
の
祉
舎
の
経
済
構
造
が
、
全
園
に
及
ぶ
庚
域
の
、
及
び
各
地
域
内
の
狭
域
の
一
商
品

流
通
の
存
在
を
前
提
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
明
清
時
代
の
祉
舎
・
経
済
面
を
考

察
す
る
場
合
、
こ
の
一
商
品
流
通
の
賓
態
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
一
一
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
今
日
ま
で
の
聞
、

一
商
品
流
通
の

分
野
は
、
必
ず
し
も
十
分
に
追
求
さ
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
如
く
で
あ
る
。
勿
論
、
安
部
健
夫
氏
の
「
米
穀
需
給
の
研
究
」
や
重
田
徳
氏
の
「
湖



南
米
流
通
市
場
の
研
究
」
と
い
っ
た
先
騒
的
研
究
や
、
最
近
の
則
松
彰
文
氏
の
「
清
代
中
期
の
新
西
に
お
け
る
食
糧
問
題
」
と
い
っ
た
成
果
が

あ
げ
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
主
要
食
糧
以
外
の
一
般
商
品
の
流
通
や
、
具
瞳
的
な
あ
る
地
域
・
地
離
を
指
標
と
す
る
一
商
品
流
通
の
質
態
解
明

は
、
や
が
て
全
中
園
的
一
商
品
流
通
を
解
明
す
る
た
め
に
も
、
積
み
重
ね
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
観
酷
か
ら
、
筆
者
は
前

に
蘇
州
北
西
郊
に
位
置
す
る
諦
壁
閥
、
大
運
河
の
要
衡
の
准
安
闘
の
関
税
牧
入
朕
況
の
饗
動
と
そ
の
要
因
か
ら
、
い
か
な
る
一
商
品
が
ど
れ
ほ
ど

(

日

)

の
量
流
通
し
て
い
た
か
に
つ
レ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
現
賓
の
流
通
過
程
を
封
象
と
す
る
開
制
は
、
商
一
口
問
の
流
通
過
程
を
追
求
す
る
上

で
有
数
な
手
が
か
り
た
り
得
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

本
論
は
以
上
の
准
安
閥
、
論
壁
聞
に
闘
す
る
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
大
運
河
最
南
端
に
位
置
す
る
杭
州
省
城
北
郊
に
位
置
す
る
北
新
聞
の
機
能

〈

ロ

)

朕
況
か
ら
、
一
該
地
の
贋
狭
域
に
亙
る
一商
品
流
通
の
寅
態
の
一
端
に
つ
い
て
考
察
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

主
要
流
通
経
路
に
よ
る
商
品
流
通
概
況
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大
運
河
最
南
端
に
位
置
し
て
い
た
杭
州
の
地
は
、
大
運
河
に
よ
っ
て
華
北
・
華
中
・
華
南
地
方
に
直
結
し
、
長
江
・
准
河
・
黄
河
・
衛
河
と

い
っ
た
主
要
河
川
の
流
域
と
も
連
結
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
銭
塘
江
水
系
の
一
商
品
流
遁
の
結
節
黙
で
も
あ
っ
た
。
北
新
闘
志
に
は
「
上
は
聞
・

ハ
日
)

康
・
江
西
に
通
じ
、
下
は
蘇
・
松
・
南
京
・
遼
東
・
河
南
・
山
隊
等
の
慮
に
及
ぶ
。
」
と
言
う
如
く
、
全
園
的
一
商
品
流
通
網
の
中
に
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
杭
州
地
方
の
一
商
品
流
通
を
追
求
す
る
場
合
に
も
、
全
園
規
模
の
一
商
品
流
通
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
こ
の
黙
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

中
園
圏
内
の
一
商
品
流
、通
に
用
い
ら
れ
た
海
運
以
外
の
主
要
経
路
と
し
て
は
、
大
運
河
を
始
め
、
長
江
・
准
河
・
銭
塘
江
・
珠
江
と
い
っ
た
河

川
が
あ
げ
ら
れ
る
。
流
通
過
程
に
あ
る
一
商
品
・
船
隻
を
劃
象
と
す
る
徴
課
業
務
を
措
蛍
す
る
各
常
闘
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
も
、
こ
れ
ら
の
流

通
経
路
沿
い
の
交
通
要
衝
地
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
大
運
河
に
は
、
主
な
も
の
だ
け
で
も
北
か
ら
天
津
開
・
臨
清
開
・
准
安
闘
・
揚
州
開
・
首

竪
閥
、
そ
し
て
終
黙
最
南
部
に
は
北
新
闘
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
叉
、
長
江
に
は
本
流
に
聾
開
・
九
江
闘
・
蕪
湖
闘
・
西
新
聞
が
設
け
ら
れ
、
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支
流
部
に
は
郡
陽
湖
に
流
入
す
る
鞍
江
沿
い
の
鞍
州
府
に
輪
闘
が
設
け
ら
れ
て
、
華
中
!
華
南
ル

l
ト
及
び
一隅
建
1

江
西
|
庚
東
ル
I
ト
を
施

し
て
い
た
。
珠
江
に
は
上
流
の
贋
西
省
の
梧
州
・
淳
州
に
栢

・
薄
の
二
廠
が
、
支
流
の
北
江
上
流
に
華
中
|
慶
州
ル
l
ト
を
施
す
る
太
卒
開
、

最
下
流
部
に
は
海
闘
で
も
あ
っ
た
毎
海
闘
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

大
運
河
中
部
に
は
嘗
時
黄
河
が
流
入
し
て
お
り
、
准
河
と
合
流
し
て
い
た
。
従

っ
て
、
准
安
附
近
の
清
江
浦
は
、
黄
河
・
准
河
・
大
運
河
の

三
大
水
路
が
集
中
し
、
こ
れ
を
掌
握
す
る
た
め
に
准
安
闘
が
設
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
准
河
の
中
流
部
に
は
鳳
陽
闘
が
設
け
ら
れ
、
同
水

系
を
用
い
て
上
下
す
る
物
資
・
船
隻
を
扱
っ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
ル
l
ト
を
上
下
し
て
い
た
一
商
品
の
流
れ
の
う
ち
、
大
運
河

・
長
江

・
准
河
に
依
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
以
前
に
若
干
考
察
し
た
こ

(

M

)

 

と
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
入
手
し
た
史
料
を
補
い
つ
つ
、
行
論
に
必
要
な
範
圏
で
引
用
し
た
い
。
な
お
、
利
用
し
得
る
史
料
は
ほ
ぼ
乾
隆
代
前

期
に
限
ら
れ
て
い
る
が
司
こ
れ
に
は
次
の
如
き
理
由
が
あ
る
。
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卸
ち
、
薙
正
年
聞
に
は
、
各
闘
が
毎
年
の
報
解
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
額
(
正
額
)
の
他
に
、
正
額
を
超
え
て
得
ら
れ
る
部
分
を
覇
徐
(
盈

(

日

)

徐
も
同
じ
)
と
し
、
こ
れ
を
内
庫
に
報
解
す
る
制
が
成
立
し
た
。
落
正
末
年
に
は
正
額
を
超
え
た
百
五
十
四
寓
南
に
も
達
す
る
が
、
乾
隆
年
聞

に
入
る
と
各
税
関
の
鼠
蝕
報
解
額
は
漸
減
し
始
め
、
基
準
と
さ
れ
た
薙
正
十
三
年
の
数
値
を
満
た
し
得
な
い
闘
が
多
出
し
た
。
こ
の
た
め
乾
隆

十
四
年
に
、
薙
正
十
三
年
の
数
値
を
も
っ
て
覇
徐
の
定
額
化
が
寅
施
さ
れ
た
が
殆
ど
貫
教
性
は
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
一
風
鈴
額
が
前
年
に
比
し

て
減
少
し
た
場
合
、
相
首
詳
細
に
減
少
理
由
の
遁
求
が
な
さ
れ
、
一
商
品
の
種
類
や
税
額
が
史
料
に
明
示
さ
れ
、
流
通
の
質
態
の
一
端
を
考
察
し

得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
乾
隆
四
十
三
年
に
は
前
三
年
の
数
値
と
比
較
し
、
減
政
部
分
を
管
関
者
に
排
済
せ
し
む
る
こ
と
と

な
り
、
減
少
理
由
の
追
求
は
あ
ま
り
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
た
た
め
か
、
流
通
の
貫
態
を
示
す
史
料
も
少
な
く
な
る
傾
向
が
あ
る
。

筆
者
の
以
前
の
考
察
に
よ
れ
ば
、

貨
。
の
動
き
に
閲
す
る
限
り
、
北
上
の
流
れ
に
比
し
て
南
下
の
動
き
が
座
倒
的
に
多
く
、
中
で
も
黄
河
・
准
河
・
運
河
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

る
山
東
・
河
南
産
の
豆
貨
が
中
心
で
、
江
蘇
省
北
部

・
安
徽
省
北
部
産
の
も
の
も
こ
れ
に
加
わ
る
。
こ
の
豆
貨
が
第
一
で
あ
り
、
准
安
関
税
牧

大
運
河
の
商
品
流
通
に
つ
い
て
は
、

乾
隆
前
期
の
准
安
闘
の
場
合
は
、
課
税
針
象
と
さ
れ
た
商
品
。
税



約
五
十
寓
雨
の
う
ち
、
九
そ
六
十
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
豆
貨
の
大
部
分
は
進
安
か
ら
大
運
河
に
の
っ
て
南
下
し
た
と
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
南
下
の
物
資
で
あ
る
梨
棄
は
税
牧
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
を
占
め
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
二
項
だ
け
で
も
全

一
方
、
明
ら
か
に
北
上
一商
品
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
紬
椴
布
疋
類
が
あ
る
が
、
准
閥
税
牧
の
僅

税
枚
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
近
い
数
値
と
な
る
。

か
ニ
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
の
み
で
あ
り
、
同
じ
く
北
上
喬
一
品
た
る
砂
糖
・
紙
類
は
一
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
て
、
南
者
合
わ
せ
て
も

四
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
過
ぎ
な
い。

従
っ
て
准
闘
の
課
税
制
到
象
た
る
税
貨
に
閥
す
る
限
り
、

一
商
品
の
主
要
な
流
れ
は
「
南
下
」
で
あ
り
北
上
の

流
れ
は
微
々
た
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
最
大
の
税
牧
項
目
を
な
し
て
い
た
豆
貨
は
、
進
関
税
率
か
ら
み
れ
ば
、
九
そ
五
j
六
百
高
石
に

も
な
る
。
准
開
段
階
で
の
こ
の
多
量
の
豆
貨
は
各
地
で
の
消
費
に
ま
わ
さ
れ
て
そ
の
数
量
を
減
ら
し
つ
つ
南
下
し
、
揚
州
閥
・
由
聞
を
経
て
、

長
江
を
下
っ
て
く
る
豆
貨
等
を
併
せ
つ
つ
、
さ
ら
に
大
運
河
を
南
下
し
て
激
壁
闘
を
鰹
て
蘇
州
に
販
運
さ
れ
る
。
叉
長
江
南
下
の
豆
貨
は
、
蕪

湖
閥
段
階
で
九
そ
三
百
高
石
で
あ
り
、
年
間
約
二
千
隻
の
豆
船
が
東
下
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

蘇
州
潜
壁
聞
に
あ
っ
て
も
、
乾
隆
代
前
期
の
一該
闘
の
税
牧
は
、
南
下
し
て
販
運
さ
れ
る
米
互
に
主
に
依
存
し
、
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そ
の
額
は
米
豆
各
々
三
百
高

石
前
後
と
試
算
し
た
。
な
お
、
豆
貨
の
主
要
部
分
は
議
東
二
省
の
豆
貨
で
あ
り
、
こ
れ
に
湖
贋
地
方
の
豆
貨
が
加
わ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
数
値

そ
の
後
に
入
手
し
た
史
料
に
よ
れ
ば
、
論
壁
闘
段
階
で

は
乾
隆
朝
宮
中
槍
第
八
輯
ま
で
の
限
ら
れ
た
史
料
に
よ
り
推
定
し
た
試
算
値
で
あ
り
、

は
米
が
九
そ
六
百
乃
至
七
百
高
石
に
達
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
豆
貨
は
務
正
十
三
年
頃
、
九
そ
三
百
高
石
で
あ
っ
た
が
、
乾
隆
四
十
二

(

日

)

年
に
は
百
四
十
高
石
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
大
量
の
米
穀
と
豆
貨
の
一
部
は
、
さ
ら
に
大
運
河
を
南
下
し
て
杭
州
省
域
に
至
り
、
新
江
各

〈

臼

)

地
及
び
一
幅
建
等
の
地
方
へ
と
販
運
さ
れ
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
米
に
つ
い
て
は
年
間
二
百
乃
至
三
百
高
石
と
い
わ
れ
て
い
る
。
米
豆
市
役
等
の

主
要
食
糧
は
、
流
通
す
る
数
量
に
お
い
て
も
各
常
闘
の
税
牧
の
上
で
も
、
最
も
重
要
な
物
資
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
本
論
で
直

接
取
り
上
げ
る
こ
と
は
せ
ず
、
特
に
豆
貨
の
流
通
に
つ
い
て
は
改
め
て
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
理
由
は
、
北
新
関
税
則
で
は
米
褒
豆
類

の
主
要
食
糧
は
課
税
制
到
象
と
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
論
と
は
別
系
統
の
史
料
に
依
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
及
び
米
に
つ
い
て
は
既
に
先
拳

39 

の
研
究
が
あ
る
こ
と
の
二
期
に
よ
る
。
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こ
こ
で
杭
州
と
密
接
な
関
係
の
あ
っ
た
主
要
水
路
の
う
ち
、
銭
塘
江
に
つ
い
て
簡
単
に
鯛
れ
て
お
き
た
い
。
銭
塘
江
は
支
流
新
安
江
が
直
接

安
徽
省
東
部
に
通
じ
、
上
流
の
簡
江
に
は
一
部
陸
運
匝
聞
を
挟
ん
で
江
西
、
一
隅
建
地
方
へ
の
ル

l
ト
が
通
じ
て
お
り
、
東
南
三
省
に
連
な
る
重

要
流
通
経
路
で
あ
っ
た
。
こ
の
河
川
は
河
口
部
が
水
深
が
浅
く
、
海
潮
の
干
満
の
差
が
遡
行
す
る
た
め
、
河
か
ら
海
に
直
接
出
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
河
川
の
水
運
は
、
省
城
南
部
の
閉
口
や
江
干
と
い
っ
た
河
港
を
中
心
と
し
、
そ
こ
か
ら
上
流
に
か
け
て
行

な
わ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
水
位
差
か
ら
大
運
河
か
ら
南
に
伸
び
る
小
水
路
と
も
直
績
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
大
運
河

・
銭
塘
江
聞

の
流
通
は
、
そ
の
聞
に
杭
州
省
城
を
挟
ん
で
行
な
わ
れ
、
船
隻
の
積
み
替
え
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
地
方
的
な
重
要
水
路
も
四

通
人
達
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
水
路
の
要
衝
と
省
城
内
外
に
は
、
大
闘
の
他
に
七
務
六
闘
十
門
八
口
祉
と
い
わ
れ
る
北
新
聞
の
諸
分
司
が
配
置

(

時

)

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
論
を
参
考
い
た
だ
き
た
い
。

北
新
開
と

一一商
品
流
通
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(

1

)
 

北
新
聞
税
額
と
税
則

大
関
以
下
の
七
務
六
開
及
び
八
日
中
の

二
口
に
よ
っ
て
吸
い
上
げ
ら
れ
た
貨
税
H
一一商税

・
船
料
は
大
闘
で
集
計
さ
れ
、

正
額
な
る
定
額
の
確

保
義
務
額
が
戸
部
に
迭
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
来
流
動
的
な
現
貫
の一
商
品
流
通
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
関
税
牧
入
で
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
自
髄

年
次

・
季
節
に
よ
っ
て
鑓
動
し
得
る
は
ず
で
あ
る
が
、
各
闘
と
中
央
と
の
関
係
で
は
、
こ
れ
を
一
定
の
正
額
と
し
て
報
解
を
義
務
づ
け
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
央
の
一
定
額
確
保
の
必
要
性
か
ら
出
た
も
の
に
他
な
ら
ず
、

正
額
白
檀
は
、

必
ず
し
も
現
貫
の
流
通
関
係
に
正
確
に
照

臆
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
特
別
の
理
由
の
無
い
か
ぎ
り
、
闘
の
設
置
地
貼
の
卒
均
的
な
一商
品
流
通
量
が
、

正
額
を
決
定
す
る
基

準
に
な
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
北
新
関
税
額
と
そ
の
獲
濯
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。



北
新
闘
志
・
巻
四
「
課
額
」
に
よ
る
と
、
明
初
七
税
課
司
局
の
原
額
は
九
そ
二
百
三
十
九
高
貴
で
あ
り
、
北
新
紗
開
設
置
後
、
弘
治
元
年
に

は
船
紗
の
折
銀
額
は
毎
年
四
千
絵
雨
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
折
銀
率
は
銀
一
雨
紗
七
百
貫
で
あ
る
。
正
徳
六
年
に
北
新
紗
闘
が
一
商
一
税
を

も
粂
放
す
る
こ
と
に
な
り
、
嘉
靖
以
降
は
漸
増
の
傾
向
が
額
著
と
な
る
。
嘉
靖
初
期
の
八

1
九
千
雨
が
二
十
三
年
に
は
三
高
徐
南
と
な
り
、
高

暦
三
十
九
年
に
は
四
寓
九
千
七
百
絵
雨
、
天
啓
元
年
に
二
高
雨
、
六
年
に
さ
ら
に
二
寓
南
が
各
々
加
増
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
明
末
に
は
十
一
高

二
百
四
十
南
に
至
っ
て
い
る
。
清
朝
に
な
る
と
明
末
加
増
分
が
裁
汰
さ
れ
、
毎
年
の
額
解
の
銀
は
八
寓
九
千
三
百
七
十
六
南
と
な

っ
た
。
順
治

五
年
に
は
、
北
京
の
戸
部
賓
泉
局
・
工
部
賓
源
局
の
銅
銭
鋳
造
の
原
料
銅
確
保
が
命
ぜ
ら
れ
、
十
三
年
・
康
照
二
十
年
・
二
十
五
年
な
ど
に
数

(
四
〉

衣
に
わ
た
っ
て
掛
銅
の
た
め
の
銅
勧
銀
・
水
脚
銀
が
加
増
さ
れ
て
、
康
照
二
十
五
年
に
は
十
二
寓
三
千
五
十
三
南
に
達
し
て
い
る
。
な
お
こ
の

年
の
関
税
牧
入
金
瞳
は
約
百
二
十
一
高
雨
で
あ
る
か
ら
、
北
新
聞
は
そ
の
一
割
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
康
照
末
年
よ
り
蔵
徐
銀
報

解
が
始
ま
り
、
羅
正
に
入
る
と
慣
習
と
し
て
定
着
し
本
格
化
し
て
い
く
が
、
こ
れ
は
正
額
一
鼠
徐
を
併
せ
た
税
牧
が
、
現
賓
の
商
一
品
流
通
賦
況
に

或
る
程
度
照
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
北
新
開
嵐
徐
額
は
乾
隆
前
期
に
は
大
瞳
四

1
五
寓
雨
前
後
で
推
移
し
、
後
期
に
は
六

ー
七
高
雨
に
な
っ
て
い
る
。
乾
隆
十
八
年
に
は
正
額
・
覇
徐
併
せ
て
、
約
二
十
二
寓
雨
前
後
に
達
す
る
が
、
清
代
開
制
の
上
で
は
税
額
か
ら
言

- 41ー

え
ば
中
規
模
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
北
新
聞
の
場
合
、
こ
の
数
値
が
、
た
だ
ち
に
こ
の
地
方
の
流
通
量
の
規
模
を
一
ホ
す
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
北
新
闘
の
税
則
に
よ
れ

ば
、
一
商
販
の
米
変
豆
等
の
主
要
食
糧
に
劃
す
る
貨
税
が
克
除
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
商
販
の
米
要
豆
船
の
船
料
は
徴
牧
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し、

そ
の
額
は
貨
税
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
小
額
で
あ
る
。
乾
隆
代
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
爵
壁
闘
の
場
合
は
税
牧
の
半
分

程
度
を
米
税
が
占
め
、
六

1
七
百
蔦
石
ほ
ど
に
達
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
九
そ
二

1
三
百
高
石
が
漸
江
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い

う
か
ら
、
治
壁
関
税
率
を
や
田
て
は
め
る
と
、
凡
そ
、

八
高
か
ら
十
二
高
雨
に
相
嘗
す
る
。
加
え
て
蘇
州
か
ら
は
相
嘗
量
の
豆
貨
が
販
運
さ
れ
て

い
た
は
ず
で
あ
り
、
税
額
で
数
高
雨
前
後
に
達
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
を
算
入
す
れ
ば
北
新
聞
も
税
額
の
上
で
は
爵
壁
閲
・
准
安
開

41 

と
い
っ
た
大
闘
に
近
づ
く
。
注
意
す
べ
き
は
北
新
聞
税
額
が
、
全
て
主
要
食
糧
を
除
い
た
一
般
商
一
貨
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
他



42 

の
大
闘
の
一
般
一
商
貨
分
に
優
に
匹
敵
す
る
数
値
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
一
般
一
商
貨
の
全
て
が
闘
の
把
握
封
象
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

ぃ
。
以
上
に
よ
り
、
杭
州
の
地
を
中
心
と
し
て
、
他
の
地
域
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
活
滋
な
商
一
日
間
流
通
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

闘
に
お
け
る
徴
税
は
、
原
則
と
し
て
戸
部
か
ら
頒
た
れ
る
徴
税
科
則
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
現
質
に
は
序

に
引
用
し
た
例
に
見
ら
れ
る
如
く
、
寧
ろ
科
則
に
依
援
し
な
い
徴
税
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
商
一
民
は
一
般
に
科
則
を
超
え
た
正

税

・
各
種
の
附
加
税

・
多
様
な
阻
規
を
牧
奪
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
科
則
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

ー、

開
設
置
地
域
を
流
通
す
る
一
商
品
の
種
類
。
た
だ
し
、
例
外
的
な
克
税
品
も
あ
り

(
却
)

得
る
。

2
、
各
種
一
商
品
の
卒
均
的
債
格
。
貨
税
は
原
則
と
し
て
「
物
債
の
高
下
を
以
て
準
と
痛
し
」
て
定
め
ら
れ
て
い
る

一
穫
の
従
債
税
で
あ

し
か
し
、
次
の
諸
賠
を
讃
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

り
、
一
商
品
に
よ
っ
て
異
な
る
課
税
皐
位
ご
と
に
税
銀
数
で
示
さ
れ
て
レ
る
。
そ
の
税
銀
数
は
そ
の
一商
品
の
債
格
に
或
る
割
合
を
乗
じ
て
算
出
さ

れ
る
が
、
そ
の
割
合
は
一
定
し
て
は
い
な
い
。
例
え
ば
、
米
は
概
し
て
一
石
銀
四
分
で
卒
均
的
時
債
の
三
十
分
の
一
程
度
で
あ
る
が
、
中
村
師
は

一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
率
が
大
分
小
さ
く
な
り
百
分
の

一
程
度
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
率
が
剣
れ
ば
税
銀
か
ら
卒
均
的
時
債
を
逆
算
す
る
こ
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と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
北
新
聞
の
税
則
は
北
新
闘
士
山

・
巻
十
三
「
税
制
」
に
示
さ
れ
、
薙
正
年
聞
に
穂
督
李
衡
の
命
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
税
則
で
あ
り
、

薙
正
初
期
の
制
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
の
税
則
の
饗
化
に
つ
い
て
は
、

そ
の
後
の
闘
志
編
纂
が
局
さ
れ
て
い
な
い
た
め
不
明
で
あ
る
。
そ
の
税
則

は
物
資
・
一
商
品
を
九
そ
十
七
類
に
分
類
し
、
各
類
ご
と
に
数
十
前
後
の
商
品
名
と
課
税
単
位
及
び
そ
れ
に
照
麿
す
る
税
額
と
を
定
め
た
も
の
で

あ
る
。
第
一
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
杭
州
を
代
表
す
る
「
椴
綾
羅
紗
布
疋
類
」
で
あ
り
、
上
椴
等
十
五
種
の
鍛

・
紬

・
布
類
が
「
毎
疋
銀

五
分
五
麓
二
事
」
と
さ
れ
、
以
下

「
疋
・

丈
・
段
」
を
課
税
単
位
と
し
、
銀
額
で
全
三
十
六
段
階
、
品
種
名
で
凡
そ
百
二
十
種
の
名
稿
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
産
地
を
特
定
で
き
る
も
の
と
し
て
、
温
紬
・
寧
紬
・
湖
州
帳
羅

・
濃
院
紬
・
王
庄
紬

・
盛
津
(
軽
紬

・
綾
〉

・
一隅
建

銅
版
布
等
が
あ
る
。
著
名
な
盛
津
鎮
産
の
綾
・
紬
が
杭
州
省
城
に
南
下
し
て
い
る
黙
は
注
意
さ
れ
る
。
恐
ら
く
銭
塘
江
に
よ
っ
て
、
江
西
・
一
幅



建
・
贋
東
・
安
徽
等
へ
と
流
通
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
杭
州
地
域
で
の
多
様
な
織
物
の
名
稽
は
、
全
て
を
正
確
に
匝
分
理
解

(

幻

)

す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
『
杭
州
市
経
済
調
査
』
な
る
民
園
二
十
年
前
後
の
調
査
に
よ
っ
て
も
、
「
網
織
の
種
類
繁
多
に
し
て
排
析

す
る
に
易
か
ら
ず
」
と
稽
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
次
い
で
、
税
則
の
第
二
類
は
「
絡
線
花
蹴
類
」
で
あ
り
、
中
総
毎
百
斤
八
銭
五
分
七
麓

六
事
を
始
め
、
三
十
五
種
程
度
の
繊
維
類
に
つ
き
、
十
三
段
階
に
分
け
て
税
額
が
示
さ
れ
て
い
る
。
土
紙
毎
百
斤
六
銭
四
分
・
輩
綿
毎
百
斤
四

鎮
二
分
八
麓
人
事

・
生
牧師
線
毎
十
斤

一
銭
四
分
七
輩
二
基
な
ど
が
杭
城
の
主
産
業
た
る
絹
業
に
関
係
深
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
土
紙
と

は
省
域
近
郊
や
周
漫
諸
燃
で
産
出
さ
れ
る
生
紙
の
こ
と
で
あ
り
、
北
新
聞
の
稽
査
や
徴
税
を
避
け
る
た
め
に
多
様
な
手
段
を
用
い
て
域
内
に
不

(

幻

)

法
に
持
ち
込
ま
れ
た
物
品
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の

二
類
は
杭
城
の
主
産
業
と
十
分
な
関
連
が
あ
る
物
資
で
あ
る

た
め
に
、

や
や
詳
細
に
紹
介
し
た
。
そ
の
他
の
十
五
類
に
つ
い
て
は
、
杭
域
の
特
産
品
も
あ
り
、

ま
た
杭
州
に
出
入
す
る
商
品
の
大
部
分
の
名

稽
が
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
貼
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
繁
雑
に
過
ぎ
る
の
で
省
略
す
る
。
な
お
、
全
十
七
類
の
科
則
に
は
全
部

で
千
種
以
上
の
商
品
の
名
稽
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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(
2〉

北
新
関
税
牧
献
況
か
ら
見
た
流
通
一
商
品

杭
州
省
域
に
不
断
に
出
入
し
、
北
新
聞
の
税
牧
を
支
え
て
い
た
千
種
を
超
え
る
多
様
な
物
資

・
一
商
品
の
流
れ
の
組
瞳
を
、
正
確
に
把
握
す
る

こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
『
杭
州
市
経
済
調
査
』
に
よ
る
と
、
民
園
二
十
年
頃
、
一
該
地
の
主
産
業
た
る
絹
業
の
原
料
の
生
紙
は
、

地
元
産
だ
け
で
は
不
足
し
、
他
地
方
か
ら
の
供
給
に
依
存
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
地
方
か
ら
生
紙
が
相
嘗
に
他
地
方
に
流
出
し
て

い
る
貫
態
が
報
告
さ
れ
、
流
通
が
皐
に
需
給
関
係
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
債
格
の
地
域
差
や
取
引
慣
行
等
々
の
要
因
も

(

お

)

絡
み
合
い
、
現
買
の
一
商
品
流
通
関
係
が
極
め
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

43 

こ
の
複
雑
な
一
商
品
の
流
通
過
程
を
封
象
と
し
て
、
徴
課
業
務
を
行
な
っ
て
い
た
の
が
戸
部
所
属
の
北
新
聞
と
工
部
所
属
の
南
新
聞
で
あ
っ

た
。
工
開
た
る
南
新
聞
は
、
建
築
資
財
や
日
用
品
・
工
事
ロ
聞
の
原
料
た
る
竹
木
類
を
劃
象
と
し
、
戸
閥
た
る
北
新
聞
は
そ
れ
以
外
の
一
般
一
商
品
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を
課
税
封
象
と
し
て
い
た
が
、
全
て
の
商
一
品
の
流
通
を
完
全
に
把
握
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
徴
税
科
則
に
除
外
さ
れ
て
い
る
物

資
H
例
え
ば
北
新
闘
の
場
合
、
米
市
営
豆
等
の
主
要
穀
物
H
や
、
一
定
限
度
以
下
の
零
細
規
模
の
商
品
流
通
に
劃
す
る
課
税
を
克
除
す
る
原
則
が

(

川

崎

)

あ
っ
た
ほ
か
、
吊
城
墜
貨
を
始
め
と
す
る
各
種
の
脱
漏
税
行
痛
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

一
般
に
、
各
常
闘
の
捕
捉
率
な
る

も
の
は
、
決
し
て
高
い
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
北
新
聞
の
分
司
の
臨
卒
税
課
司
局
の
例
で
は
、

該
地
の
主
要
産
物
た
る
軽
紬

は
毎
日
ニ

1
三
百
疋
の
生
産
が
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
日
毎
の
捕
捉
数
は
僅
か
に
十
数
疋
程
度
で
「
分
運
倫
漏
甚
だ
多
し
」
と
稽
さ
れ

(
お
)

て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
水
路
が
四
通
八
達
し
、
流
通
を
掌
握
し
に
く
い
一
該
地
の
特
殊
性
に
も
因
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ
の
率
を
全
て
に
適
用
す

る
語
に
は
い
か
な
い
が
、
闘
に
よ
る
流
通
把
渥
が
完
全
な
も
の
と
は
程
遠
か
っ
た
こ
と
を
示
す
例
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
関
税
牧
入
よ

り
見
た
商
品
流
通
量
は
、

そ
の
ご
、

一
マ
ム
の
数
値
を
一万
す
も
の
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
買
に
闘
を
通
過
す
る
場
合
の
一一
商
民
の
苦
痛
は
相
蛍
の
も
の
で
あ
り
、
北
新
闘
の
場
合
を
例
に
と
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の

雨
闘
の
設
は
通
一
一
商
の
魚
な
る
に

が
あ
る
。
即
ち
、
陳
春
暁
の
「
杭
閲
の
吏
」
な
る
詩
に
は
「
杭
闘
の
更
、
闘
の
南
北
に
据
守
す
。
南
北
に
南
闘
を
設
け
、
権
使
に
専
職
あ
り
。

遁
路
に
言
あ
る
も
斉
し
く
嘆
息

往
来
の
行
人
、

何
ぞ
戚
々
た
る
。

過
閥
、
杭
闘
の
難
き
に
如
く
は
な
く
、
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す
。
:
:
・
」
と
あ
っ
て
、
過
闘
の
困
難
な
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
雨
闘
と
は
北
新
聞

・
南
新
闘
を
指
す
。
詩
は
緩
け
て
、
多
く
の
一
商
品
を
持

っ
て
や
っ
て
く
る
「
富
商
一

E
買
」
に
は
、
関
税
を
「
自
聡
」
す
る
を
聴
し
、
そ
の
結
果

「
百
に
僅
か
に

一
を
科
す
」
だ
け
で
あ
っ
て
聖
恩
が
溢

れ
て
い
る
の
に
、
「
一

葉
の
扇
舟
」
で
く
る
零
細
な
一
商
民
に
射
し
て
は
、
虎
の
威
を
俵
る
狐
の
ご
と
き
衆
膏
は
、
牧
奪
を
恋
に
し
、

「織
悉
零

星
も

一
網
に
し
て
牧
め
、
罰
す
る
に
倫
漏
を
以
て
し
、
客
煩
憂
す
」
と
、
強
者
が
有
利
に
闘
を
通
過
で
き
、
弱
者
が
牧
奪
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

(

お

)

様
相
が
示
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
多
く
の
一
商
品
を
動
か
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
富
一
商

E
買
が
、
よ
り
有
利
に
遁
闘
し
得
た
と
す
れ
ば
、
関
税
牧
入
は
現
買
の
一
商
品
流
通
を

ど
の
程
度
反
映
し
て
い
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
こ
れ
に
替
わ
る
史
料
が
求
め
ら
れ
な
い
以
上
、
関
税
牧
入
は
賓
際
の
流
通
量
の
ミ
ニ

マ
ム
の
数
値
を
一
示
す
も
の
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
論
を
進
め
て
い
く
し
か
な
い
。



北
新
闘
士
山
に
は
城
南
務
の
機
能
に
闘
し
、

新
聞
の
税
牧
の
重
要
部
分
が
鐘
塘
江
水
系
に
よ
っ
て
販
運
さ
れ
る
江
西
・
一
幅
建

・
贋
東
等
の
一
商
品
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

で
は
ミ
ニ
マ
ム
の
商
品
流
通
量
を
示
し
て
い
る
北
新
聞
の
賞
際
の
税
牧
は
、
ど
の
よ
う
な
商
品
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

幻

〉

「
城
南
は
江
西

・
贋
・
聞
の
通
衝
な
り
。
九
そ
北
闘
の
税
貨
、
多
く
は
此
れ
に
由
る
」
と
あ
り
、
北

で
は
、
こ
う
い
っ
た
一
商
品
に
支
え
ら
れ
て
い
た
北
新
聞
の
税
牧
は
、
現
貫
に
ど
の
よ
う
な
獲
動
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
正
額
等
が
固

定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
税
放
の
費
動
と
は
車
品
開
の
額
の
獲
動
と
等
し
い
。
宮
中
槍
乾
隆
朝
奏
摺
か
ら
求
め
得
た
の
は
、
乾
隆
十
六
年
か
ら
五
十

三
年
ま
で
の
聞
に
、
十
九
年
分
で
あ
り
、
上
三
年
数
と
の
比
較
か
ら
計
算
し
て
得
た
数
値
も
あ
る
か
ら
、
毎
年
必
ず
報
告
し
て
い
た
は
ず
の
奏

摺
が
完
備
し
て
い
る
年
決
は
さ
ら
に
少
な
い
。
こ
れ
は
宮
中
槍
乾
隆
靭
奏
摺
の
依
落
の
度
合
い
を
知
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
北
新
聞
の
税
牧
朕
況
が
前
年
よ
り
減
少
し
、
そ
の
理
由
が
調
査
さ
れ
た
例
は
、
知
り
得
た
所
で
は
乾
隆
十
六
年
に
一
高
二
千
徐
雨

・
十
九

年
に
八
千
六
百
徐
雨
・

二
十

一
年
に
二
高
六
千
徐
爾

・
三
十
年
に
一
寓
七
千
絵
南
の
四
例
の
み
で
あ
る
。
乾
隆
四
十
三
年
以
降
は
競
徐
の
前
年
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比
較
に
加
え
て
、

三
年
前
ま
で
の
数
と
の
比
較
制
が
採
ら
れ
、
著
し
く
減
少
が
あ
っ
た
場
合
に
は
管
閲
者
に
排
済
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
そ
れ
以
降
の
数
値
は
注
意
深
く
意
国
的
に
前
年
数
を
若
干
超
え
る
よ
う
な
操
作
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

奏
摺
内
容
も
定
型
化
し
、
事
務
的
か
つ
無
味
乾
燥
な
感
が
強
い
。

さ
て
、
以
上
の
数
値
は
絶
劃
値
が
小
さ
い
だ
け
で
は
な
く
、
饗
動
の
幅
も
決
し
て
大
き
く
は
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
前
述
の
如
く
他
闘
に
あ

っ
て
税
牧
の
大
半
を
占
め
、
税
牧
出
現
動
の
主
因
と
な
っ
て
い
た
主
要
食
料
が
、
北
新
闘
で
は
克
税
さ
れ
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も

前
年
に
比
し
て
覇
徐
減
牧
の
際
に
は
、

そ
の
原
因
が
調
査
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
商
品
流
通
吠
況
の
一
端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
こ
の
貼
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

45 

乾
隆
十
六
年
、
前
年
に
比
し
て
競
徐
が

一
高
二
千
絵
南
減
少
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
斯
江
巡
撫
の
魔
羅
雅
爾
恰
善
は
、
春
聞
に
雨
水
過
多
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で
貨
船
が
希
少
で
あ
り
、
夏
秋
に
は
元
阜
の
た
め
河
道
が
浅
沼
と
な
り
、
貨
物
の
運
載
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
、
及
び
温
・
台
・
衝
・
巌
等
の
府

が
偏
災
に
遇
い
、
産
貨
が
少
な
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
災
害
に
よ
る
購
買
力
の
低
下
の
た
め
に
一
商
品
が
買
れ
な
く
な
り
、
流
通
量
も
減
少

(
お
)

し
た
こ
と
を
奉
げ
た
。
し
か
し
、
ど
の
項
目
が
減
少
し
た
か
を
調
査
報
告
す
る
を
命
ぜ
ら
れ
、

「経
徴
底
簿
」
を
詳
細
に
検
討
し
て
衣
の
よ
う

な
報
告
を
し
た
。

一
・
大
関
徴
牧
の
一
商
畑
・
紬
鍛
・
布
疋
・
雑
貨
等
の
税
が
、
前
年
に
比
し
て
四
千
五
百
十
五
南
ほ
ど
減
少
し
て
い
る
。
二
・

茶
税
は
二
百
七
十
二
雨
減
枚
。
三
・
船
料
は
二
百
六
十
二
雨
減
枚
。
四
・
七
務
六
閥
二
口
の
(
零
星
な
雑
税
〉
税
・
料
等
四
千
六
十
四
雨
ほ
ど

減
少
。

五
・
倍
税
十
四
雨
減
少
。
六

-
E行
季
紗
猪
羊
便
商
桔
相
等
は
七
百
十
二
雨
培
牧
。
そ
の
結
果
全
瞳
で
は
八
千
四
百
十
五
雨
ほ
ど
減
少

し
た
。
ま
た
、
従
来
南
新
闘
の
正
額
不
足
分
を
北
新
開
扇
飴
か
ら
補
填
し
て
い
た
が
、
前
年
は
三
千
七
百
徐
雨
が
返
還
さ
れ
た
。
そ
の
分
は
今

年
は
な
い
。
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
一
高
二
千
百
十
七
雨
の
覇
徐
減
少
を
生
じ
た
の
で
あ
る
と
稿
し
、
徴
多
報
少
の
事
責
は
な
く
、
歓
損
の
背

(
却
~
リ
己
ヒ

景
は
前
奏
と
同
じ
で
あ
る
と
報
じ
た
の
で
あ
る
す
言
四
は
ゴ
新
聞
の
諸
分
司
た
る
七
務
・
六
闘
と
徴
税
を
行
う
二
口
と
が
徴
放
す
る
貨
税
と

船
料
で
あ
る
。

五
は
脱
税
描
震
の
際
に
課
せ
ら
れ
る
二
倍
の
罰
銀
で
あ
る
。
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こ
の
中
に
は
注
意
す
べ
き
貼
が
あ
る
。
先
ず
、
大
闘
の
税
牧
を
支
え
る
税
貨
H
課
税
さ
れ
る
一
商
品
と
し
て
、
一
商
畑
が
紬
椴
や
布
疋
と
共
に
あ

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
次
い
で
第
二
に
、
報
告
さ
れ
た
各
項
目
は
零
細
な
数
値
ま
で
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
及
び
増
牧
項
目
も
一
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
北
新
聞
の
税
牧
項
目
の
恐
ら
く
は
全
て
を
あ
げ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
流
動
的
な
一
商
品
流
通

を
劃
象
と
す
る
関
税
牧
入
は
、
牧
入
額
自
韓
流
動
的
な
は
ず
で
、
前
年
と
全
く
同
額
と
な
る
可
能
性
は
極
め
て
少
な
い
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
又
、
偏
災
を
蒙
っ
た
地
方
は
あ
る
も
の
の
、
運
道
阻
滞
に
よ
る
影
響
は
全
て
の
一
商
貨
が
一
様
に
受
け
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る

と
、
前
年
よ
り
減
少
し
た
覇
飴
額
八
千
四
百
十
五
南
に
占
め
る
減
少
項
目
の
比
率
は
、
一
該
年
に
お
け
る
全
税
牧
中
に
占
め
る
各
項
目
の
税
額
の

比
率
に
或
る
程
度
接
、近
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

一
該
年
の
全
税
牧
は
十
八

i
九
寓
雨
程
度
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
先
の
比
率
を
適
用

す
る
と
、
一
商
畑
・
紬
鍛
・
布
疋
・
雑
貨
等
は
九
そ
九
寓
雨
前
後
、
茶
税
・
船
料
は
各
五
j
六
千
雨
、
諸
分
司
税
料
が
八
j
九
高
南
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
勿
論
正
確
な
も
の
で
は
な
い
が
、
税
牧
を
支
え
る
各
項
目
の
税
額
を
知
る
た
め
の
一
躍
の
メ
ド
と
し
て
お
き
た
い
。



衣
い
で
乾
隆
十
九
年
、
北
新
関
西
脇
徐
は
前
年
よ
り
八
千
六
百
四
両
減
少
し
た
。
理
由
は
こ
の
年
河
工
石
料
の
運
搬
に
准
揚
等
の
地
方
の
船
隻

が
動
員
さ
れ
た
た
め
、
南
北
往
来
の
雑
貨
等
の
船
が
稀
少
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
前
年
に
畑
葉
が
薄
牧
と
な
り
、
加
え
て
今
年
の
輩
絡
の

(

m
山

)

牧
成
が
悪
か
っ
た
た
め
「
畑
税
」
と
「
紙
税
」
が
前
年
よ
り
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
こ
貼
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
で
も
減
少
の
項
目
と
数

値
の
再
調
査
が
命
ぜ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
報
告
は
宮
中
槍
に
は
見
ら
れ
な
い
。
畑
葉
の
流
通
量
減
少
が
扇
齢
減
少
の
理
由
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
畑
税
が
紙
税
と
な
ら
ん
で
重
要
税
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

乾
隆
二
十
一
年
に
は
、
北
新
開
一
鼠
徐
は
前
年
に
比
し
て
二
高
六
千
四
十
南
減
少
し
た
。
嘗
時
新
江
地
方
は
甚
だ
し
い
米
貴
に
苦
し
み
、

(
幻
)

三
雨
前
後
に
達
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
救
済
の
た
め
に
江
贋
の
商
販
を
誘
致
す
ベ
く
、
米
穀
供
給
路
の
常
闘
の
米
税
を
克
除
す
る
措
置
が
と
ら
れ

た
。
北
新
闘
は
元
来
貨
税
と
し
て
の
米
豆
葵
税
は
徴
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
米
船
船
料
は
徴
し
て
お
り
、
こ
の
時
は
米
船
の
船
料
を
尭
除
し
た

の
で
あ
る
。
二
十
一
年
の
覇
徐
短
少
理
由
の
調
査
も
、
こ
の
克
過
し
た
米
豆
船
料
の
額
数
と
、
何
の
項
目
の
貨
物
の
税
牧
が
減
少
し
た
か
を
報

告
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
乾
隆
二
十
一
年
二
月
十
一
日
か
ら
八
月
二
十
九
日
ま
で
の
聞
の
米
豆
船
の
克
過
激
は
、
約
千
十
四

雨
、
又
、
畑
税
の
減
少
は
正
額
が
一
高
千
五
百
五
十
徐
雨
、
加
一
耗
銀
が
千
百
五
十
鈴
雨
で
あ
る
こ
と
が
剣
明
し
た
。
そ
の
他
に
つ
い
て
は
紙

(
m
M
〉

茶
雑
色
貨
物
の
正
税
は
各
々
減
少
す
る
こ
と
ご
な
ら
ず
」
と
あ
る
だ
け
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
知
り
得
る
こ
と
は
次
の
二
貼
で
あ
る
。
第
一
に
克
過
米
豆
船
料
で
あ
る
が
、
北
新
聞
の
船
料
は
、
船
式
に
よ
っ
て
六
類
に
分

け
ら
れ
、
各
類
ご
と
に
楳
頭
の
丈
尺
に
よ
っ
て
銀
額
を
定
め
て
い
る
。
各
類
の
最
大
の
船
隻
の
楳
頭
で
も
一
丈
四
尺
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
税
額
も

〈

お

〉

最
高
一
両
六
銭
程
度
に
す
ぎ
な
い
。

石
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こ
れ
を
潜
壁
闘
の
則
例
(
潅
正
三
年
か
ら
は
深
・
庚
・
長
の
三
要
素
に
よ
り
積
載
量
を
石
で
計
算
し
、
毎
石
嘗
り
商

品
の
種
類
に
よ
っ
て
税
額
を
定
め
る
。
潅
正
三
年
以
前
は
探
頭
丈
尺
に
依
る
。
貨
税
を
船
料
に
含
め
、
船
料
と
し
て
徴
牧
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
)
に
比
べ
る

(

鈍

)

と
、
潜
壁
闘
の
場
合
は
楳
頭
も
最
大
は
一
丈
八
尺
で
あ
り
、
税
額
も
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
額
で
あ
る
。
北
新
聞
は
、
貨
税
と
船
料
を
別
々

に
徴
放
し
て
い
た
た
め
、
主
瞳
は
貨
税
で
あ
り
、
船
料
自
瞳
は
か
な
り
少
額
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
北
新
聞
の
最
大
棟
頭
の
丈
四
の
税
銀
一
雨
六

銭
で
、
克
過
米
豆
船
料
銀
敷
を
除
す
と
、
大
瞳
千
三

1
四
百
隻
と
な
る
。
二
月
か
ら
八
月
ま
で
の
約
牟
年
聞
の
、
し
か
も
米
貴
の
時
と
い
う
篠
件

47 
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は
あ
る
が
、
杭
州
に
載
衆
さ
れ
た
米
船
放
を
知
る
一
つ
の
指
標
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
杭
州
へ
載
来
さ
れ
た
米
穀
は
、
湖
贋
・
上
江

・

江
西
等
の
地
方
か
ら
千
石
以
上
も
の
大
船
に
よ
っ
て
蘇
州
に
載
来
さ
れ
た
も
の
で
、
取
引
地
た
る
楓
橋
等
の
地
か
ら
は
、
数
百
石
ほ
ど
の
や
や

(

お

〉

小
型
の
船
で
杭
州
に
運
ば
れ
る
の
が
通
常
の
形
態
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
数
百
石
な
る
数
に
依
る
と
、
約
半
年
聞
の
船
料
克
遁
期
間
に
杭
州

に
載
来
し
た
米
石
は
九
そ
四
十
高
石
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

知
り
得
る
第
二
貼
は
、
畑
税
で
あ
る
。
畑
葉
が
北
新
闘
の
主
要
な
税
貨
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
の
三
例
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
所
で
あ

る
が
、
そ
の
量
に
つ
い
て
も
こ
の
例
に
よ
っ
て
多
少
検
討
し
得
る
。
即
ち
、
北
新
聞
の
税
則

(
関
志
・
巻

一
三
・
税
則

「
大
関
寛
減
傑
例
」〉
に
よ

る
と
、
畑
は
毎
百
納
税
銀
四
銭
六
分
で
あ
る
が
、
一
隅
建
永
盟
の
畑
葉
は
三
銭
二
分
と
寛
滅
さ
れ
て
い
る
。
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
永
豊
の
地

が
一
隅
建
省
南
部
の
湾
州
府
と
い
う
遠
隔
地
に
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
、
杭
州
の
北
部
の
塘
棲
鎮
の
土
畑
は
一
銭
四
分
と

優
遇
さ
れ
て
い
る
。
蘇
州
等
へ
直
行
せ
ず
、
省
城
へ
の
販
蓮
を
促
す
た
め
の
措
置
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
以
上
二

つ
の
特
例
が
適
用
さ
れ
る
畑
葉

の
数
量
は
知
り
得
な
い
し

後
述
の
如
く
畑
葉
は
江
西

・
一
幅
建
産
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
か
ら
、

慣
に
全
て
に
四
銭
六
分
を
適
用
す
る

- 48-

と
、
減
牧
分
は
九
そ
二
百
五
十
高
勧
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
部
分
が
減
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
前
年
は
こ
れ
を
相
蛍
に
、
或
い
は

若
干
上
回
っ
た
量
が
北
新
関
税
牧
を
支
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
慢
に
こ
の
年
の
流
通
量
が
前
年
の
そ
れ
よ
り
牢
減
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
前

年
は
五
百
高
鮎
ほ
ど
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
前
年
に
比
べ
一
割
減
少
し
た
と
偲
定
す
れ
ば
、
前
年
は
税
額
に
し
て
減
少
分
の
十
倍
の
十
一
r
}

二
高
雨
、
数
量
と
し
て
は
凡
そ
二
千
五
百
寓
触
と
い
う
数
値
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
常
識
的
に
い
え
ば
、
二
{
J

三
割
減
と
い
っ
た
所
が
安
蛍

な
所
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
れ
ば
、
前
年
の
畑
税
額
は
一
一
一

1
四
蔦
南
か
ら
五

1
六
寓
雨
、
数
量
は
八
百
四

1
五
十
寓
助
か
ら
千
二

1
三
百
高

触
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
減
少
率
が
不
明
な
の
で
、

は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
剣
ら
な
い
が
、
九
そ
の
見
嘗
に
は
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
前
年

の
量
が
異
常
に
多
か
っ
た
と
い
う
指
摘
は
な
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
前
年
の
数
値
な
る
も
の
は
通
常
年
の
数
値
に
ほ
ぼ
等
し
い
と
見
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
。
銭
塘
江
を
下
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
商
品
が
北
新
聞
の
税
貨
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
こ
の
姻
葉
が
重

要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。



更
に
事
例
を
検
討
し
よ
う
。
乾
隆
三
十
年
に
も
一
鳳
徐
が
前
年
よ
り
一
高
七
千
五
百
十
雨
減
少
し
た
。
理
由
と
し
て
翠
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

一
・
前
年
に
秋
多
の
雨
雲
不
順
で
河
遁
が
乾
洩
と
な
り
、
船
運
困
難
の
た
め
船
隻
の
往
来
が
稀
少
と
な
っ
た
。
二
・
相
油
の
牧
成
が
歌
薄
で
あ

(

お

)

っ
た
。
三
・
前
年
一
隅
建
・
江
西
産
の
畑
葉
が
不
作
で
債
格
が
騰
貴
し
、
販
運
者
が
少
な
く
な
っ
た
。
こ
の
三
黙
で
あ
る
。
二
項
の
相
油
と
は
、

(

幻

)

ハ
ゼ
の
寅
を
搾
っ
て
得
た
油
の
こ
と
で
、
蝋
分
が
多
く
蝋
燭
の
原
料
と
し
て
、
銭
塘
江
中
・
上
流
域
で
盛
ん
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
上

記
三
項
の
畑
葉
は
一
帽
建
産
に
加
え
て
江
西
産
の
も
の
も
載
来
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
史
料
で
知
ら
れ
る
。

こ
の
報
告
に
つ
い
て
は
詳
細
な
再
調
査
が
命
ぜ
ら
れ
、

そ
の
結
果
「
日
征
底
簿
」
を
査
験
し
決
の
如
き
報
告
が
な
さ
れ
た
。
闘
務
を
二
十
九

年
五
月
一
日
か
ら
二
十
六
日
ま
で
暫
署
し
た
巡
撫
熊
拳
鵬
の
任
内
に
は
覇
徐
銀
三
千
九
百
二
十
四
南
の
短
少
と
な
り
、
五
月
二
十
七
日
か
ら
三

十
年
三
月
三
十
日
ま
で
は
西
寧
の
任
期
で
、
こ
の
聞
の
短
少
覇
徐
銀
は
一
高
三
千
五
百
八
十
六
雨
に
嘗
た
っ
て
い
る
。
熊
の
短
少
理
由
は
、
五

月
は
新
総
登
場
の
時
で
あ
る
の
に
前
年
の
天
候
が
遅
れ
て
い
た
た
め
に
、
新
総
の
出
荷
が
遅
れ
て
債
格
が
高
く
、
従
っ
て
紬
綾
等
の
債
格
が
貴

く
な
っ
て
商
客
は
稀
少
と
な
っ
た
。
本
来
、
総
斤
紬
綾
等
の
税
は
獲
動
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
担
飾
の
事
質
は
な
い
と
も
い
う
。
一
方
、
西
寧

任
内
の
短
少
の
理
由
は
、
河
道
乾
浅
に
よ
る
喬
一
販
稀
少
の
他
に
、
一
帽
建
・
江
西
二
省
の
畑
葉
が
共
に
歌
牧
に
属
し
、
「
債
値
が
昂
貴
し
た
た

め
、
販
運
し
て
新
を
過
ぐ
る
者
甚
だ
少
な
き
」
こ
と
に
因
る
と
し
、
前
宇
の
「
日
徴
底
簿
」
を
調
査
し
て
、
畑
葉
の
少
枚
分
は
一
寓
千
二
百
徐

(
叩
却
)

雨
、
相
油
の
少
枚
分
は
二
千
三
百
徐
雨
、
そ
の
結
果
一
高
七
千
五
百
十
雨
の
覇
徐
短
少
を
生
じ
た
こ
と
を
報
告
し
、
承
認
を
得
た
の
で
あ
る
。

前
年
に
比
べ
た
畑
税
の
減
少
部
分
は
、
前
の
二
十
一
年
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
先
の
推
定
が
適
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

- 49ー

税
放
の
内
容
、

て
、
こ
れ
ま
で
税
目
と
し
て
出
て
き
た
商
品
と
し
て
は
、
紬
椴
・
布
疋
・
畑
葉
・
相
油
・
雑
貨
と
い
っ
た
項
目
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

こ
れ
以
降
、

乾
隆
末
年
に
至
る
ま
で
の
北
新
関
税
牧
を
報
ず
る
乾
隆
朝
奏
摺
に
は
、

構
成
を
停
え
る
も
の
は
な
い
。

従
つ

り
わ
け
、
杭
州
を
代
表
す
る
産
物
の
紬
椴
等
の
絹
織
物
が
、
年
次
に
よ
る
増
減
が
あ
る
と
い
わ
れ
な
が
ら
畑
葉
・
雑
貨
等
と
一
括
し
て
あ
げ
ら

れ
る
の
み
で
、
税
牧
増
減
の
大
き
な
原
因
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
黙
は
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
紬
鍛
類
に
劃
す
る
正
税
の
額
が
相
嘗
に
低
く

(

ω

)

 

設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
因
る
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
北
新
聞
税
率
に
よ
る
と
、
上
椴
・
線
紬
で
も
税
額
は
毎
疋
五
分
五
董
二
基
で
あ
り
、
十
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高
疋
で
も
五
千
徐
南
に
過
ぎ
な
い
。
霞
に
流
通
量
が
二
割
減
少
し
て
も
、
税
牧
は
僅
か
千
絵
雨
減
る
だ
け
で
あ
る
。
税
率
は
恐
ら
く
百
分
の
一

程
度
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

り
、
杭
州
の
紬
鍛
類
は
北
新
関
税
牧
増
減
の
主
因
に
は
な
り
難
か
っ
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
。

こ
の
他
後
述
す
る
所
で
あ
る
が
、

課
税
さ
れ
ず
に
闘
を
通
過
し
た
場
合
が
相
嘗
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ

(
3

)

 

杭
絹
と
そ
の
流
通

そ
の
税
率
が
比
較
的
低
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
北
新
聞
の
税
牧
出
現
動
の
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
絹
織
物
は
、
そ

の
故
も
あ
っ
て
か
、
乾
隆
朝
奏
摺
中
の
北
新
開
聞
係
史
料
に
は
あ
ま
り
多
く
見
ら
れ
な
い
。
僅
か
に
「
紬
椴
布
疋
」
の
名
稽
が
見
え
る
が
、
そ

の
税
額
も
前
引
の
一
商
畑
や
雑
貨
と
一
括
さ
れ

こ
の
三
項
で
北
新
聞
税
額
の
九
そ
半
分
の
八

1
九
高
雨
程
度
に
な
っ
た
と
推
測
し
得
た
だ
け
で

あ
る
。
ま
た
「
総
斤
紬
綾
等
の
税
、
原
と
時
に
盈
紬
湾
し
か
ら
ざ
る
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
税
牧
が
必
ず
し
も
安
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示

し
か
し
、
こ
の
事
は
、
北
新
闘
を
通
過
し
て
全
閣
に
販
蓮
さ
れ
た
絹
類
が
些
少
で
あ
っ
た
こ
と
を
-意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
述
の
如
く

ハυ

す
の
み
で
あ
っ
た
。

北
新
闘
の
税
則
で
は
、
第
一
に
椴
綾
羅
紗
布
類
が
あ
げ
ら
れ
、

そ
の
税
額
が
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
種
類
は
全
部
で
九
そ
百
徐
に
及
び
、

単
に
紬

・
椴
・
紗

・
羅
・
布
と
い
っ
た
品
質
の
遣
い
に
加
え
て
、
同
じ
も
の
で
も
濃
院
紬

・
王
圧
紬
の
如
く
産
地
名
が
附
せ
ら
れ
て
特
定
の
ブ

ラ
ン
ド
化
し
た
も
の
も
相
嘗
に
含
ま
れ
て
い
る
。
又
、
鍛
・
綾

・
羅
・
紗

・
絹
は
各
々
上
中
下
共
に
九
折
徴
牧
、
紬
は
紡
紬
の
み
が
同
率
、
上

布
以
下
十
六
種
の
布
類
は
八
折
徴
牧
と
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
濃
院

・
王
庄
の
紬
の
大
闘
に
報
納
し
闘
再
江
右
に
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
は
五
折

徴
牧
の
特
典
が
興
え
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
理
由
は
こ
れ
ら
の
地
に
販
運
す
る
一商
人
は
「
大
起
」
即
ち
大
規
模
な一
商
一
貨
販
運
に
嘗
り
、

「航
海
越

渡
」
は
危
険
が
多
い
。
よ

っ
て
「
寛
滅
」
し
「
招
来
を
示
す
」
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
濃
院
紬
に
つ
い
て
は
、
新
江
通
志
に
記
が
あ
り
、
嘉
輿

府
桐
郷
豚
濃
院
鎖
で
生
産
さ
れ
る
花
紡
紬
の
こ
と
で
、
上
質
の
故
に
著
名
で
あ
り
「
行
一商
膨
至
す
、
終
歳
の
貿
易
、
数
十
高
金
を
下
ら
ず
、
居

(ω) 

民
此
に
籍
て
利
を
信
用
す
」
と
稀
さ
れ
る
名
産
品
で
あ
り
、
嘉
輿
府
か
ら
運
河
を
北
上
し
長
江
河
口
を
鰹
て
海
運
さ
れ
る
流
通
を
減
少
し
、
北
新



闘
・
杭
州
・
銭
塘
江
ル

l
ト
に
誘
致
す
べ
く
、
北
新
聞
関
税
を
軽
減
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
引
の
盛
津
鎮
の
紬
椴
も
、
減
完
封
象
に
は
さ

れ
て
い
な
い
も
の
の
、
同
様
に
南
下
し
て
杭
州
を
鰹
て
銭
塘
江
水
運
に
よ
っ
て
東
南
諸
省
に
販
運
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

き
て
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
北
新
開
関
係
史
料
で
は
杭
州
の
絹
織
物
の
流
通
賦
況
は
知
り
得
な
い
が
、
他
聞
の
史
料
に
よ
っ
て
は
若
干
を
知

り
得
る
。
論
壁
闘
に
つ
い
て
は
税
牧
の
約
四
割
を
し
め
る

「雑
税
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
て
、
絹
織
物
の
み
の
税
額
も
数
量
も
特
定
で
き
な
い

(
H
U
)
 

が
、
准
安
闘
の
乾
隆
二
十
年
頃
の
例
で
は
、
紬
鍛
布
疋
税
は
約
三
千
南
の
減
牧
で
、
税
牧
の
二

・
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
嘗
る
。
准
安
関
税
率
で
こ

の
敷
を
蕗
理
し
、
全
て
を
紗
羅
紬
絹
綾
と
偲
定
す
る
と
、
九
そ
四
十
五
高
疋
、
全
て
を
布
疋
と
す
る
と
そ
の
倍
の
九
十
高
疋
と
な
る
。
紬
鍛
に

つ
い
て
は
二
百
四
十
斤
を
一
醸
と
し
銀
七
銭
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
と
、
約
四
千
三
百
螺
、
九
そ
百
寓
斤
と
な
る
。
民
園
二
十

(
的
制
)

年
、
杭
州
市
で
は
五
十
五
高
疋
の
紬
椴
を
作
る
の
に
約
一
高
六

1
七
千
措
の
原
料
紙
を
必
要
と
し
た
と
い
う
か
ら
、
車
純
計
算
す
る
と
一
疋
三

斤
と
な
る
。
こ
れ
を
先
の
敢
に
嘗
て
は
め
る
と
、
約
三
十
蔦
疋
と
な
る
。
勿
論
准
安
閑
課
税
の
紬
椴
布
疋
敷
で
は
、
一
般
大
衆
の
日
用
の
布
疋

類
が
匪
倒
的
に
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
所
謂
絹
織
物
の
量
は
前
の
推
定
を
相
首
に
下
回
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
又
、
蘇
州
や
江
寧

と
い
っ
た
地
域
の
絹
織
物
も
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
杭
州
産
の
も
の
は
そ
の
一
部
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
大
運
河

を
北
上
し
て
い
た
商
品
の
中
に
は
絹
織
物
も
あ
り
、
そ
の
中
に
は
杭
州
産
の
も
の
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

一
方
、
杭
絹
は
長
江
流
域
に
も
販
運
さ
れ
て
い

た
。
例
え
ば
、
乾
隆
五
十
二
年
江
寧
府
の
西
新
聞
は
税
牧
が
減
少
し
た
が
、
そ
の
理
由
は

「
蘇
杭
等
の
慮
よ
り
運
到
せ
る
紬
鍛
、
並
び
に
江
寧
出
城
の
紬
鍛
・
雑
貨
よ
り
、
以
て
猪
羊
牲
畜
等
の
項
に
及
ぶ
ま
で
、
皆
五
十
年
と
比
較
し

(

必

〉

て
敷
ら
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
江
寧
の
地
に
蘇
州
や
杭
州
の
紬
鍛
が
販
運
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

断
片
的
で
は
あ
る
が
、
大
運
河
を
北
上
し
或
い
は
長
江
を
遡
っ
て
杭
絹
が
流
通
し
、
各
闘
の
税
貨
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
一
躍
確
か

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
買
は
税
貨
と
な
ら
な
い
形
で
流
通
し
て
い
た
も
の
が
相
場
間
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
乾
隆
五
十
一
年
、

江
西
の
漕
船
の
土
宜
に
闘
連
し
、

51 

や
」
の
識
旨
を
受
け
た
天
津
闘
管
理
の
徴
端
は

遁
閲
す
る
者
有
り
や
否
や
、
京
師
の
貨
物
、
梢
々
流
通
す
る
や
否

「
伏
し
て
査
す
る
に
、
南
省
の
貨
物
、
京
城
の
民
間
日
用
の
必
需
す
る
所
な
り
。
し
か
し
て

「今、

- 51-
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糧
船
の
稽
ぶ
る
所
、
江
湖
の
貨
あ
り
、
江
康
の
貨
あ
り
。
新
江
の
布
疋
紙
線
等
の
物
、
向
お
客
一
商
自
ら
販
載
を
行
な
う
こ
と
あ
る
も
、
惟
だ
江

西
・
湖
農
の
竹
木
・
磁
器
・
紙
・
油
等
の
物
、
全
て
糧
船
の
捕
常
に
頼
る
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
こ
に
江
漸
の
布
疋
総
線
等
の
物
が
一
商
販
だ
け

で
な
く

一
定
の
限
度
内
で
あ
れ
ば
漕
船
土
宜
と
し
て
漕
船
に
附
載
さ
れ
て
関
税
を
克
除
さ
れ
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
徴
端
は

績
け
て
、
街
江
各
背
と
湖
南
三
需
の
土
宜
が
減
少
し
て
、
随
帯
の
貨
物
は
往
年
の
比
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
を
「
上
年
客
貨
の
附
搭
、
利

(

川

叫

)

撹
載
甚
だ
少
な
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
漕
船
土
宜
に
は
旗
丁
土
宜
と

な
し
。

是
を
以
て
、

本
年
、

旗
丁
土
宜
を
除
く
の
外
、

客
一
商
の
依
託
を
受
け
た
撹
載
土
宜
の
二
種
が
あ
り
、
後
者
は
客
一
商
の
利
得
の
可
能
性
の
多
少
に
よ
っ
て
繁
動
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
な

お

こ
の
史
料
は
京
師
民
間
需
要
の
貨
物
が
不
足
し
な
い
た
め
に
、
漕
船
土
宜
が
途
中
で
起
卸
さ
れ
る
こ
と
を
極
力
防
ぐ
趣
旨
で
あ
り
、
京
師

に
も
た
ら
さ
れ
る
一
商
品
の
相
賞
多
く
が
土
宜
と
し
て
北
上
し
、
と
り
わ
け
江
西
・
湖
贋
の
商
品
が
「
全
て
」
漕
船
随
帯
の
土
宜
と
し
て
京
師
に

運
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
注
一
意
一
さ
れ
よ
う
。

同
様
に
、
乾
隆
五
十
二
年
五
月
、
倉
場
侍
郎
の
劉
乗
悟
は
、
「
其
の
随
槽
の
土
宜
、
亦
た
必
ず
源
々
と
し
て
来
ら
ば
、
京
城
の
食
物
、
自
ら

ま
さ
に
日
に
卒
減
に
就
き
、
騰
貴
を
致
さ
ざ
ら
ん
」
と
の
論
旨
を
受
け
「
江
寧
等
の
省
の
漕
船
に
至
り
で
は
、
向
例
、
土
宜
百
二
十
六
石
を
幣

- 52ー

ぶ
る
を
準
す
。
其
の
中
、
食
物
・
紙
張
・
査
器
・
糖
・
酷
・
油
・
酒
・
雑
貨
・
竹
木
器
等
の
項
の
如
き
は
、

(

必

)

り
」
と
述
べ
、
漕
船
土
宜
と
し
て
の
食
糧
は
、
京
師
の
糧
債
を
左
右
す
る
ほ
ど
で
あ
り
、
ま
た
食
糧
以
外
に
も
多
様
な
商
品
が
随
帯
さ
れ
て
い

均
し
く
京
師
日
用
需
要
の
物
な

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
布
疋
絡
線
等
の
斯
江
地
方
の
特
産
品
が
漕
船
土
宜
と
し
て
運
京
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
前
の
例
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

が
、
こ
の
例
に
い
う
紙
張
や
糖
・
酒
・
竹
木
器
の
如
き
は
、
一
帽
建
・
新
江
省
の
特
産
品
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
も
ま
た
、
北
新
聞
及
び

他
闘
を
土
宜
と
し
て
克
税
過
閲
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
清
代
に
あ
っ
て
は

約
四
百
高
石
前
後
の
漕
糧
が
六
j
七
千
隻
の
漕
船
で
北
上
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

土
宜
は
全
瞳
で
七
十
五
寓

石
、
船
隻
数
で
は
千
隻
前
後
に
も
相
嘗
す
る
。
こ
の
大
量
の
部
分
が
、

一
商
品
種
目
の
如
何
を
問
わ
ず
、
北
京
に
至
る
経
路
に
設
置
さ
れ
た
複
数

闘
の
徴
課
を
全
て
尭
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
過
闘
の
度
に
一
々
課
税
さ
れ
阻
規
を
も
牧
奪
さ
れ
た
一
般
一
商
貨
に
比
す
れ
ば
、
匪
倒
的
に
有



別
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
容
積
の
割
に
は
高
債
な
紬
椴
等
が
土
宜
と
し
て
適
切
で
あ
る
は
言
を
侯
た
な
い
。
ま
し
て
、
杭
州
の
紬

椴
が
北
京
に
至
る
ま
で
の
問
、
通
過
す
る
開
は
主
な
も
の
だ
け
で
も
北
新
・
潜
壁
・
揚
州
・
准
安
・
臨
清
・
天
津
の
六
闘
に
及
ぶ
。
正
税
は
小

額
で
あ
っ
た
に
せ
よ
耗
羨
や
不
定
量
の
阻
規
等
の
牧
奪
を
考
え
れ
ば
、
克
税
土
宜
扱
い
が
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
利
に
聴
い
一
商

人
が
漕
船
に
土
宜
と
し
て
附
搭
す
る
理
由
は
十
分
に
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
明
)

な
お
断
江
の
漕
蓮
約
三
十
高
石
は
、
約
千
百
隻
を
二
十
一
習
に
分
け
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
土
宜
分
で
十
三

i
四
高
石
に
相
嘗
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
土
宜
部
分
の
う
ち
、
杭
絹
が
ど
れ
ほ
ど
を
占
め
て
い
た
か
は
知
り
得
な
い
。

因
み
に
、
前
引
の
『
杭
州
市
経
済
調
査
』
下
加
、
六
紙
調
篇
に
よ
る
と
、
民
園
二
十
年
の
杭
州
市
の
網
椴
生
産
は
五
十
五
寓
疋
、
本
市
で

錯
筈
さ
れ
る
も
の
が
六
寓
徐
疋
、
験
出
を
含
め
て
他
に
運
錯
さ
れ
る
も
の
が
四
十
三
高
疋
で
あ
っ
た
。
五
十
五
高
疋
の
網
鍛
生
産
の
う
ち
、
四

十
二
寓
六
千
徐
疋
は
在
来
型
の
生
産
方
式
に
よ
る
約
三
千
戸
の
生
熟
貨
の
機
戸
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
機
戸
生
産
分
の
う
ち
三

十
七
蔦
疋
は
、
よ
り
高
度
の
技
術
を
要
す
る
「
先
染
後
織
」
の
熟
貨
で
あ
り
、
熟
貨
機
戸
は
省
城
内
の
専
業
機
戸
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
生
貨
と

は
「
先
織
後
染
」
の
紬
鍛
を
指
し
、
省
城
近
郊
の
農
家
が
粂
業
と
し
て
生
産
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
生
産
高
は
四
高
五
千
疋
ほ
ど
で
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あ
る
が
、
機
戸
数
は
嘗
時
漸
減
し
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
残
り
は
零
機
料
戸
な
る
一
種
の
問
屋
制
前
貸
に
類
す
る
形
態
で
の
生
産
で
、
原
料
を

網
荘
か
ら
受
領
し
て
織
成
を
行
な
い
、
製
品
は
網
荘
に
引
き
渡
し
出
来
高
排
い
で
「
工
資
」
を
受
け
取
る
も
の
で
、
綱
荘
が
在
来
型
の
生
産
か

ら
撤
、
退
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
急
速
に
減
少
し
て
い
る
生
産
形
態
で
あ
る
と
い
う
。
叉
、
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
同
書
に
よ
っ
て
杭
州
周
遁
及
び

近
豚
か
ら
の
在
来
型
の
原
料
紙
(
土
総
)
の
供
給
能
力
を
推
定
す
る
と
約
一
高
二
千
捨
と
な
り
、
紬
線
約
四
十
寓
疋
に
相
嘗
す
る
。
ど
の
程
度

清
代
杭
州
の
絹
生
産
を
考
察
す
る
の
に
参
考
と
な
る
も
の
か
は
、
何
と
も
い
え
な
い
所
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
九
そ
四
十
寓
疋
を
、
例
え
ば

五
倍
j
十
倍
と
い
っ
た
ほ
ど
著
し
く
超
え
る
こ
と
は
清
代
に
あ
っ
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
躍
の
参
考
と
し
て

あ
げ
た
衣
第
で
あ
る
。
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結

征
服
王
朝
た
る
清
朝
が
祉
舎
の
安
定
に
重
大
な
閲
わ
り
を
持
つ
主
要
食
糧
に
つ
き
、
多
大
の
関
心
を
持
っ
て
作
柄
や
天
候
、
債
格
及
び
流
通

朕
況
等
の
情
報
を
丹
念
に
入
手
し
て
い
た
事
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
一
般
一
商
貨
の
圏
内
流
通
の
朕
況
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
関
心
は
携
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
主
要
食
糧
と
異
な
り
、
一
般
一
商
貨
の
流
通
朕
況
が
直
ち
に
政
情

不
安
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
言
え
ば
嘗
然
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
中
で
、
乾
隆
年
聞
に
行
な
わ
れ
た
闘
税
歳
徐
銀
雨
上
年
比
較
例

は
、
そ
の
本
来
の
関
心
が
、
園
家
の
重
要
財
源
で
あ
る
閲
税
牧
入
が
、
闘
の
人
的
構
成
に
よ
っ
て
中
途
で
奪
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぎ
、
園
家
が
こ

れ
を
最
大
限
確
保
せ
ん
と
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、
結
果
的
に
は
閥
税
牧
入
の
減
少
の
原
因
を
追
求
す
る
こ
と
を
通
し
て
、

一
般
商
一
貨
の

流
通
朕
況
の
一
端
を
窺
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
は
限
度
が
あ
り
、
各
闘
の
課
税
針
象
と
な
る
一
商
貨
に
限
ら
れ
、

こ
の
種
の
史
料
を
開
ご
と
に
蓄
積
し
て
い
け

し
か
し
な
が
ら
、
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し
か
も
税
牧
が
前
年
よ
り
減
少
し
た
項
目
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ば
、
や
が
て
は
全
中
園
的
規
模
の
一
商
品
流
通
の
寅
態
を
、
概
括
的
に
も
せ
よ
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観

貼
か
ら
、
掛
町
壁
闘
・
准
安
闘
の
例
を
と
り
あ
げ
、
米
豆
を
始
め
と
す
る
若
干
の
商
品
の
流
通
朕
況
に
つ
き
、

そ
の
数
量
的
把
握
も
含
め
て
考
察

を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

木
論
で
も
同
様
の
覗
酷
か
ら
、
大
運
河
最
南
端
に
位
置
す
る
杭
州
北
新
聞
を
中
心
と
し
て
、
大
運
河
・
銭
塘
江
と
い
う
二
大
水
路
を
用
い
て

展
開
さ
れ
て
い
た
商
品
流
通
の
質
態
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
き
な
障
害
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
北
新
関
税
則
で

は
、
そ
の
地
域
的
特
性
を
配
慮
し
て
主
要
食
糧
は
全
て
克
税
扱
い
で
あ
っ
て
、
覇
徐
短
少
閥
係
史
料
に
は
ま
っ
た
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は

な
く
、
加
え
て
杭
州
の
代
表
的
産
物
た
る
絹
類
に
罰
す
る
関
税
の
税
率
が
、
三
十
分
の
一
と
い
う
標
準
的
税
率
を
は
る
か
に
下
回
っ
た
百
分
の

一
程
度
で
あ
っ
て
、
北
新
関
税
牧
を
増
減
す
る
主
た
る
税
貨
の
役
割
を
果
た
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
種
の
史
料
に
は
殆
ど
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。



税
率
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
理
由
は
、
恐
ら
く
明
代
以
来
の
経
緯
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
全
園
規
模
で

の
流
通
を
容
易
に
し
、
杭
州
の
主
産
業
に
劃
す
る
影
響
を
少
な
く
す
る
と
い
っ
た
配
慮
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
京
師
に
向
か
う

一
商
品
北
上
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
漕
船
陪
帯
の
土
宜
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
杭
州
の
絹
を
始
め
新
江
の
諸
産
品
が
土

宜
と
し
て
北
上
し
て
い
た
ほ
か
、
江
西
・
湖
贋
の
一
商
品
に
至
つ
て
は
、

「
全
て
」
が
潜
船
艦
帯
の
土
宜
と
し
て
運
京
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
土

宜
と
し
て
京
師
に
も
た
ら
さ
れ
た
各
地
の
一
一商
品
は
京
師
民
聞
の
日
用
の
需
要
に
麿
え
、
土
宜
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
食
糧
は
京
師
の
食
糧
債
格

を
左
右
し
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
本
論
で
は
そ
の
一
端
に
鯛
れ
得
た
と
思
う
。
な
お
、
大
量
の
豆
類
等
が

南
下
す
る
際
に
、

回
空
漕
船
が
そ
の
多
く
を
捲
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

北
新
開
税
政
か
ら
見
た
場
合
、
そ
れ
を
支
え
た
主
要
な
一
商
品
は
、
銭
塘
江
水
系
に
よ
っ
て
販
運
さ
れ
る
江
西
・
一
踊
建
等
の
産
品
で
あ
り
、
そ

(
円
引
〉

の
主
躍
は
畑
葉
で
あ
り
「
五
杭
」
と
い
わ
れ
る
五
種
の
杭
州
の
名
品
の
一
つ
の
杭
畑
の
原
料
を
な
し
て
い
た
。
因
み
に
民
園
二
十
年
ご
ろ
、
一
帽

建
産
畑
葉
の
多
く
が
海
運
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銭
塘
江
を
下
っ
て
販
運
さ
れ
た
畑
葉
は
二
高
五
千
携
を
超
え
て
い

(

必

〉
る
。
銭
塘
江
水
系
を
用
い
て
、
東
南
諸
省
に
販
運
さ
れ
た
商
品
と
し
て
は
、
盛
海
銀
や
濃
院

・
王
圧
の
絹
類
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
杭

州
の
絹
も
同
様
に
販
運
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
銭
塘
江
が
東
南
諸
省
へ
の
孔
道
と
し
て
、
活
湿
な
喬
一
品
流
通
の
経
路
と
し
て
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
こ
と
の
一
端
が
、
以
上
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
銭
塘
江
水
系
の
水
運
な
ら
び
に
一
商
一
品
流
通
に
閲
し
て
は
、
他
に
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若
干
の
知
見
も
あ
る
が
、
別
の
機
舎
に
考
察
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

知
り
得
た
事
は
決
し
て
多
く
は
な
い
が
、
一
商
品
流
通
朕
況
を
考
察
す
る
場
合
、
特
に
流
通
商
品
の
量
的
把
握
を
試
み
る
場
合
、
常
開
関
係
史

料
は
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
に
せ
よ
、
必
要
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
と
は
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
今
後
は
こ
の
種
の
史
料
が
よ
り
多
く
利
用

さ
れ
、
贋

・
狭
域
に
わ
た
る
中
園
圏
内
の
一
商
品
流
通
の
寅
態
解
明
が
進
む
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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註(
1
〉
例
え
ば
『
明
清
以
来
北
京
工
一
商
曾
舘
碑
刻
選
編
』
(
文
物
出
版
社
)

な
ど
に
よ
り
、
北
京
に
設
け
ら
れ
た
各
地
方
の
商
人
の
曾
舘
や
‘
扱
わ

れ
た
喬
一
日
間
等
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
2
〉
海
閥
を
除
く
所
謁
常
開
制
度
は
、
ま
だ
研
究
未
開
拓
の
分
野
で
あ

り
、
圏
内
の
研
究
も
次
の
如
き
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
①
「
清
代
添
愛
闘

の
研
究

I
-
E
・
E
-
W」
『
東
北
間
半
院
大
製
論
集

・
歴
史
地
理
皐
』

第
三
・
五
・
二
ニ
・
一
四
鋭
、
昭
和
四
十
八

・
五
十
・
五
十
五

・
五
十

九
年
、

香
坂
昌
紀
、
②
「
清
代
に
お
け
る
大
運
河
の
一
商
品
流
通
l
乾
隆

年
問
、
准
安
闘
を
中
心
と
し
て
」
同
右
第
一
五
続
、
昭
和
六
十
年
、

香
坂
昌
紀
、
③
「
情
代
准
安
闘
の
構
成
と
機
能
に
つ

い
て
L

『
九
州
大

摩
東
洋
史
論
集
』
第
一
四
鋭
、
昭
和
六
十
年
、
瀧
野
正
二
郎
氏
、

@

「
清
代
の
北
新
開
と
杭
州
」
『
東
北
拳
院
大
皐
論
集
・
歴
史
地
理
皐
』

第
二
二
放
、
一
今
成
二
年
、
香
坂
田
田
紀
、
ま
た
開
制

一
般
に
つ
い
て
は
、

⑤
「
清
代
に
お
け
る
関
税
翫
徐
銀
雨
の
制
定
に
つ
い
て
」
『
集
刊
東
洋

皐
』
第
一
四
説
、
一
九
六
五
年
、
香
坂
昌
紀
、
@
「
乾
隆
代
前
期
に
お

け
る
関
税
主
穀
税
亮
除
例
に
つ
い
て
」
『
文
化
』
第
三
二
各
四
抗
、
一

九
六
九
年
、
香
坂
昌
紀
、
⑦

「
清
代
前
期
の
関
差
緋
銅
制
及
び
商
人
解

銅
制
に
つ
い
て
」
司
東
北
察
院
大
皐
論
集

・
歴
史
地
理
摩
』
第
二

説
、
昭
和
五
十
六
年
、
香
坂
畠
紀
、
③
「
清
代
常
関
に
お
け
る
包
撹
に

つ
い
て
」
山
口
大
泉
『
文
皐
曾
誌
』
昭
和
六
十
三
年
、
第
三
九
鋭
、
瀧

野
正
二
郎
氏
。

(

3

)

大
清
(
康
隈
)
曾
典

・
径
三
四
、
同
薙
正
曾
典
・
各
五
二
、
(
乾
隆
)

曾
典
則
例

・
径
四
七
、

(
嘉
慶
)
曾
典
事
例

・
単
位
一
八
七
。

(

4

)

『
史
料
旬
刊
』
所
収
「
嚢
核
嘉
慶

一
七
年
各
直
省
銭
糧
出
入
清
皐
」

に
よ
る
。

(

5

)

葛
土
溶
編

『由孟
朝
経
世
文
績
編
』
各
四
七
、
戸
政
二
十
四
、
権
酷
。

(

6

)

『
中
園
近
代
手
工
業
史
資
料
』
第
一
巻
、
第
六
章
の
四
、
(
囚
)
・

一
・
「
爵
竪
関
」
所
収
「
清
代
紗
楢

・
康
照
二
十
四
年
十
二

月
初
一一一

目
、
巡
視
東
城
侠
西
道
監
察
御
史
、
奥
震
方
議
題
」
、
叉
、

(

2

)

の
①

1
l
m
u
。

(

7

)

同
右
(
二
)
・
「
安
徽
的
情
況
」
所
収
「
清
代
紗
檎
・
順
治
八
年
十

二
月
初
一
日
、
巡
按
江
寧
等
庭
粂
管
屯
田
監
察
御
史
上
官
鉱
謹
題
」

叉
、
遁
開
業
者
に
つ
い
て
は
(

2

)

の
③
参
照
。

(

8

)

(

2

)

の
⑤
参
照
。

(
9
〉
宮
中
捲
潅
正
朝
奏
摺
・
第
一
輯
、
刑
部
向
室
田
托
頼
等
、
康
照
六
十
一

年
十
二
月
十
七
日
、
叉
拙
論
「
清
代
の
飼
迭
|
江
蘇
巡
撫
奥
存
憶
を
中

心
と
し
て
」

『
東
北
摩
院
大
皐
論
集

・
歴
史
地
理
皐
』
第
一
六
抗
、
昭

和
六
十
一
年
、
参
照
。

(
叩
)

(

2

)

の
①

l
E
-
w参
照
。

(日〉

(
2
〉
の
①

・
@
参
照
。

(ロ
)

(

2

)

の
④
参
照
。

(
日
〉
薙
正
九
年
序
刊
、
北
新
開
志
、
許
夢
閑
撲
、
各
七
「
鈴
轄
」
。

(

U

)

同
(
孔
)
。

(日
)

(

2

)

の
⑤
参
照
。

(
日
)
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
四
四
輯
、
寄
文
、
乾
隆
四
十
三
年
九
月
十

七
日
。

(
灯
)
同
右
、
第
一
輯
、
掘
削
江
巡
探
永
貴
、
乾
隆
十
六
年
七
月
十
三
日
、
叉

「清
代
中
期
の
所
西
に
お
け
る
食
痘
問
題
」
『
東
洋
史
研
究
』
第
四
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九
各
第
二
続
、
則
松
彰
文
氏

〈国
)

(

2

)

の
④
参
照
。

(
凹
)
関
税
務
銅
に
つ
い
て
は
、

(
2
〉
の
⑦
多
照
。

(
却
)
北
新
関
士
山
、
巻
一
三
「
税
則
」
。

ハ
幻
)
民
園
史
料
叢
刊
一
一
一
『
杭
州
市
経
済
調
査
』
建
設
委
員
曾
調
査
漸

江
経
済
所
編
、
停
記
文
皐
一
位
印
行
。
恐
ら
く
こ
の
地
方
で
は
初
め
て
の

本
格
的
調
査
で
、
清
代
の
様
相
を
窺
う
に
足
る
記
述
も
多
く
、
貴
重
な

デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

右
書
、
六
、
「
線
網
篇
」
。

(幻〉

(

2

)

の
④
参
照
。

(
お
)
同
(
幻
)
。

(
担
)

(

2

〉
の
④
参
照
。

(お〉

(

2

)

の
④
参
照
。

(
部
)
『
清
詩
鐸
』
巻
四
「
関
征
」
所
収
。

(
幻
〉
北
新
闘
志
・
巻
六
「
利
弊
」
、
巻
五
「
法
制
」
。

(
お
〉
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
二
輯
、
新
江
巡
撫
究
羅
雅
爾
恰
善
、
乾
隆

十
七
年
三
月
七
日
。

(
却
)
同
右
、
第
三
輯
、
同
人
、
乾
隆
十
七
年
八
月
一
目
。

(
初
〉
同
右
、
第
九
輯
、
申
線
、
乾
隆
十
九
年
八
月
十
二
日
。

〈
幻
)
同
右
、
第
一
一
一
一
輯
、
梁
詩
正
、
乾
隆
二
十
一
年
正
月
二
十
六
日
、

又
、
(
幻
〉
則
松
論
文
参
照
。

(
鉛
〉
同
右
、
第
二
ハ
輯
、
杭
州
織
、
造
粂
理
南
北
新
関
税
務
瑞
保
、
乾
隆
二

十
一
年
十
二
月
十
六
日
。

(
お
〉
北
新
闘
志
・
巻
一
四
「
船
則
」
。

(
鈍
〉
同
(
2
)
の
①
の

E
-
w。

参
照
。

〈
お
)
宮
中
楢
薙
正
朝
奏
摺
・
第
一
輯
、
都
察
院
左
余
都
御
史
陳
允
恭
、
難

正
元
年
十
月
二
十
四
日
、
叉
、
ハ
ロ
)
則
松
論
文
参
照
。

(
お
)
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
二
四
輯
、
杭
州
織
造
西
寧
、
乾
隆
三
十
年

四
月
十
一
一
一
目
。

(
m
u

〉
乾
隆
四
十
四
年
修
・
杭
州
府
士
山
・
巻
五
三
「
物
産
」
。

(
叩
品
)
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
二
五
輯
、
間
新
総
督
蘇
昌
、
乾
隆
三
十
年

八
月
二
十
四
日
。

〈
鈎
)
北
新
闘
志
・
巻
一
一
一
一
「
税
則
」
。

(
川
叫
〉
乾
隆
元
年
重
修
・
新
江
遁
志
・
巻
一

O
二
、
「
物
産
」
嘉
輿
府
・
「
濃

院
紬
」
の
項
。

(

H

U

)

宮
中
橋
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
一
五
輯
、
伊
佐
湾
、
乾
隆
二
十
一
年
九
月

二
十
六
日
、
叉
、
(

2

)

の
@
参
照
。

(
必
)
同
(
幻
)
。

(
必
)
宮
中
楢
乾
隆
朝
奏
摺
・
第
六
七
輯
、
成
善
、
乾
隆
五
十
三
年
三
月
二

十
二
日
。

(
H
H

〉
同
右
、
第
六
一
輯
、
徴
瑞
、
乾
隆
五
十
一
年
九
月
二
十
四
日
。

(
必
)
同
右
、
第
六
四
輯
、
劉
乗
悟
、
乾
隆
五
十
二
年
五
月
十
七
日
。

ハ
日
叩
〉
同
右
、
第
六
三
輯
、
新
江
巡
撫
究
羅
理
科
、
乾
隆
五
十
二
年
二
月
三

目
、
同
書
、
第
六
五
輯
、
雨
江
総
督
李
世
傑
等
、
乾
隆
五
十
二
年
七
月

二
十
一
日
、
同
書
、
同
輯
、
蘇
陵
阿
、
乾
隆
五
十
二
年
九
月
十
九
日
、

等
に
よ
る
。

(
円
引
)
同
(
匁
)
「
商
業
編
」
八
、
日
用
雑
物
類
。
「
五
杭
」
と
は
、
杭

線
・
杭
粉
・
杭
扇
・
杭
男
・
杭
畑
の
五
名
品
を
い
う
。

(
必
)
同
右
、
四
、
「
交
通
運
輸
篇
」
。
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HANGZHOU AND COMMODITY CIRCULATION

　　　　　　

IN THE MID-QING PERIOD

　　

―Especiallyfocused on Beixinguan 北新開－

KOHSAKA Masanori

　　　

During the Qing period, many Native Custom-houses were established

at the important trafficpoints along the main commodity-circulation routes

such as the Grand Canal and Yangzi River, where duties and dues were

levied on goods in circulation and craftin navigation. Beiχinguan was

one of these custom-houses, and located at the south end of the Grand

Canal, in the north of Hangzhou city. The purpose of this paper is to

search the functions of Ｂｅｉχinguanfor some aspects of commodity circu-

lation around Hangzhou｡

　　　

The amount of revenue at this custom-house was not so much as that at

χushuguan滸屋関or Huaianguan 淮安闘, because of theｅχemption from

duties on rice,beans and so on, in order to cope with the recurrent

famines in Zhejiang province. The major revenue item at Beixinguan

was the duties on the Fujian-produced tobacco and on goods distributed

through Qiantang River. ０ｎ the other hand, silk as a noted product at

Hangzhou, on which the rate of duties was fairlylo'w,was not the main

factor of fluctuatingrevenue at this custom･house.　Although the amount

of the silk in circulation, therefore, cannot be estimated through the

investigation of the levies there, it seemed to be distributed partly to the

southeastern provinces and mostly to the other ones and the capitalthrough

the Grand Canal. To be sure, the duties on the silk distributed to the

North

　

could

　

not

　

be

　

ｅχempted

　

at

　

several

　

custom-houses

　

in

　

transit.

However, such　duties were often　made　ｅχempted　under the name of

■'tuyi'土宜,or annexed shipments sanctioned by the Government as ａ

certain amount of duty-free goods　on　board　caochuans漕船, or grain

transport ships.

２－


